
　東益津小学校　いじめ防止基本方針

【継続支援の在り方】
○毎月行う「心のアンケート」に記載された事
案については、解決に至るまで継続的に調査
をしていく。
（担任との面談を行い、加害・被害児童ともに
心のケアをしていく）
○特別支援員や心の教室相談員、ＳＣ、SSW
等による授業や生活面における観察を通し
て、加害・被害児童の変化を見取り、担任及び
生徒指導主任と情報を共有し、支援にあた
る。
○いじめ問題が個人的な事案とならないよう
に、学校全体で道徳や学級活動等を通してい
じめのない集団形成に努める。
○加害・被害児童の保護者と連絡を取り合
い、現況を把握すると共に、連携して問題の解
決をはかる。

【関係機関等】
○警察：犯罪行為として取り扱われるべきもの
であると認められる場合
○中央児童相談所（静岡県）
○焼津市こども相談センター
○焼津市青少年教育相談センター

【教育相談体制】
○教育相談日：年６回設定し、保護者に啓発
する。担任はもちろん、校長、教頭、養護教
諭、生徒指導主任、特別 支援教育コーディ
ネーター等、全ての学校職員が相談を受け
る。
○ＳＣ：月１～２回来校
○SSW：週１回来校。
○心の教室相談員：教育相談専門家による相
談。相談ポストの設置。

【ＰＴＡ・地域との連携】
いじめの防止等の取組について、保護者に

理解を得て、ＰＴＡ総会・運営委員会・学級懇
談会等の機会に情報交換を行う。さらに、子ど
も会補導部等に協力を求め、校外での児童の
様子を把握する。

【未然防止の在り方】
いじめの未然防止といじめのない学校づくり

を最重要の取り組みとし、日々の充実した学
習の中で、子どもたちの心と感性を育み、併せ
て、日常的に児童の自己肯定感や自己有用
感を醸成していくことを大切にする。
（教員）
○人間関係づくりプログラム及び道徳科を中
心とする全教育活動における指導。
○日常的な「分かる授業」の実践
○学級経営を中心にした児童の活躍の場、居
場所づくりと絆づくりをする。
○ユニバーサルデザインの視点をもち、定期
的にチェックしながら学級・学校経営や授業を
行う。
（児童）
○規律（ましづっ子の約束）を守った学校生活
をする。（「きちんとましづっ子」 による意識化
と定着の評価）

【校内研修等】
「ましづっ子を語る会」を年２回実施し、個別

のいじめ問題やこれまでのトラブル等を全て
の教職員で共通理解を図る。

また、ＳＣやSSW、心の教室相談員等の専門
家を講師とした研修、具体的な事例研究（模
擬ケース会議）を計画的に実施する。

　　　　　　　　　　　【目指す子ども像】
学校教育目標　　「感性豊かで　自己をたくましく磨く子」
重点目標    「自分から動きだそう　みんなでのびよう」
【自分から動きだす】 ・・・自立、主体性
【みんなでのびる】 ・・・共生、協働

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【いじめ対策委員会】
校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、養護教諭、該当の学年主任、学級担
任（事案に応じて相談員、ＳＣやＳＳＷを追加する等、柔軟に対応する）

　　　【生徒指導体制】
〇　居場所づくりと絆づくり
〇　ＰＤＣＡサイクル
〇　組織的な対応と連携

【早期発見の在り方】
各学級で問題を抱え込むのではな

く、全職員が全児童の指導・援助にあ
たっていく意識と取り組みをもつため
に、情報の収集・公開・活用に努め
る。

（見えにくいいじめを察知するための
具体的な対応）
○いじめ被害の防止や早期発見を図
るため、「心のアンケート」を毎月行う。
○アンケート結果に基づき、個別面接
を実施し、現状を把握する。（関係する
児童及び担任への聞き取りを行う）
○日常の観察による声かけを実施し、
個別の状況把握に努める。
○連絡帳等により、家庭からの情報を
得る。

【早期対応の在り方】
(1)速やかな報告の徹底

担任→学年主任→生徒指導主任→
校長・教頭・教務主任のルートで情報
や状況を直ちに口頭で報告する。
(2)「いじめ及びいじめの疑い問題の報
告」を作成し、詳細を報告する。
(3)「いじめ問題対策委員会」を招集
し、情報収集から問題解決まで継続
的にケース会議を開催する。
(4)全職員に確認事実を周知する。
(5)即日、関係児童の家庭訪問を行
い、保護者と今後の連携方法を話し合
う。
(6)被害・加害児童への支援

重大事が発生した場合、「焼津市い
じめ防止等の基本的な方針」に基づ
き、焼津市教育委員会に報告し、対応
に当たる。



東益津小学校　いじめ防止対策年間計画

月 ①組織、連携、点検、評価等 ②未然防止 ③早期発見、早期対応と継続的支援

4 【Ｐ】「学校いじめ防止基本方針」の
内容確認
【Ｐ】「ましづっ子を語る会」
【Ａ】心のアンケートの点検、評価

【D】心の教室相談員やＳＣを児童・
保護者へ周知
【D】学年・学級開き
【D】校内研修（ＵＤの視点を生かした
授業、学級・学校経営の取組み）
【D】人間関係プログラム実施
【C】心のアンケート

【D】保護者との情報交換（懇談会）
【D】校内連絡体制の確認
【D】教育相談日※

5 【Ａ】心のアンケートの点検、評価 【D】PTAによるあいさつ運動
【C】心のアンケート

6 【Ｄ】「ましづっ子を語る会」
【Ａ】心のアンケートの点検、評価

【D】行事を通した人間関係づくり（運
動会）
【D】PTAによるあいさつ運動
【D】人間関係プログラム実施
【C】心のアンケート

7 【Ｃ】前期学校評価アンケートでの点
検
【Ａ】心のアンケートの点検・評価

【D】PTAによるあいさつ運動
【C】心のアンケート
【D】長期休業前の生徒指導（全校・
学年・学級）

【D】あゆみ面談
【D】保護者との情報交換（懇談会）

8 【A】いじめ防止等に向けた職員研修
の実施

【D】長期休業明けの適応状況の把
握、 健康観察

9 【Ａ】心のアンケートの点検・評価 【D】行事を通した人間関係づくり（４
年生：しおかぜ教室
【D】PTAによるあいさつ運動
【D】人間関係プログラム実施
【C】心のアンケート

10 【Ａ】心のアンケートの点検・評価 【D】行事を通した人間関係づくり（５
年生：自然体験教室、全学年：高麓
祭）
【D】PTAによるあいさつ運動
【C】心のアンケート

11 【Ａ】心のアンケートの点検・評価 【D】人間関係プログラム実施
【D】行事を通した人間関係づくり（６
年生：修学旅行）
【C】心のアンケート

12 【Ｃ】後期学校評価アンケート（次
年度に向けて）点検
【Ａ】心のアンケートの点検・評価

【D】冬季休業前の生徒指導（学年・
学級）
【C】心のアンケート

【D】保護者との情報交換（懇談会）

1 【Ａ】心のアンケートの点検・評価 【D】PTAによるあいさつ運動
【C】心のアンケート

【D】長期休業明けの適応状況の把
握

2 【A】教育課程検討会「いじめ防   止
基本方針」の見直し及び検討
【Ａ】心のアンケートの点検・評価

【D】PTAによるあいさつ運動
【C】心のアンケート

【D】保護者との情報交換（懇談会）

3  【Ａ】「学校いじめ防止基本方針」の
検証
【Ａ】心のアンケートの点検・評価

【D】年度末休業前の生徒指導（全
校・学年・学級）
【C】心のアンケート

【D】卒業・進級にむけた適応指導
【D】指導情報の次年度への引継ぎ

「希望・感謝」のステージ　「ありがとうの気持ちを伝えよう」

「出会い・協力」のステージ　「友だちの輪を広げ、よさをみつけよう」

「挑戦」のステージ　「めあてに向かってやりぬこう」

「みのり」のステージ　「自分のじまん・クラスのじまんをつくろう」

※　原則として、毎月あるＳＣ来校日を「教育相談日」と設定し、児童や保護者からの相談に応える。

【D】安全パートナーとの日常的な

情報交換

【D】支援会議・心づくり部会の開催

による情報交換・情報共有

【D】心のアンケートの対応


